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1. 議 事 日 程 

    （令和元年第４回菊陽町議会７月臨時会） 

                                    令和元年７月29日 

                                    午 前 10 時 開議 

                                    於   議   場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 町長提出議案第31号から議案第33号までを一括議題 

 日程第５ 町長の提案理由の説明 

 日程第６ 議案第31号 工事請負契約の締結について（菊陽北小学校体育館大規模改造工事（建

築）） 

 日程第７ 議案第32号 工事請負契約の締結について（菊陽北小学校第３期大規模改造工事（建

築）） 

 日程第８ 議案第33号 工事請負契約の締結について（武蔵ヶ丘中学校給食室増築・改修工事

（建築）） 

2. 出席議員は次のとおりである。        

  １番   瀨 英 二 君            ２番  矢 野 厚 子 君 

  ３番  大久保   輝 君            ５番  西 本 友 春 君 

  ６番  那 須 眞理子 君            ７番  佐々木 理美子 君 

  ８番  中 岡 敏 博 君            ９番  布 田   悟 君 

  10番  福 島 知 雄 君            11番  坂 本 秀 則 君 

  12番  渡  裕 之 君            13番  佐 藤 竜 巳 君 

  14番  甲 斐 榮 治 君            15番  岩 下 和 高 君 

  16番  小 林 久美子 君            17番  北 山 正 樹 君 

  18番  上 田 茂 政 君 

3. 欠席議員 

  ４番  阪 本 俊 浩 君 

4. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

  議会事務局長  髙 木 定 伸 君 

  書    記  山 川 真喜子 君 

  書    記  益 満   基 君 

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  後 藤 三 雄 君        副  町  長  吉 野 邦 宏 君 

  教  育  長  上 川 幸 俊 君        総 務 部 長  阪 本 浩 德 君 
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  福祉生活部長  阪 本 章 三 君        健康保険部長  服 部 誠 也 君 

  経 済 部 長  士 野 公 典 君        土 木 部 長  小 野 秀 幸 君 

          酒 井 章 彦 君        総 務 課 長  板 楠 健 次 君 

          西 本 一 浩 君        総務課総務法制係長  小 泉 秀 和 君 

  学 務 課 長  矢 野 信 哉 君        施設整備課長  山 川 和 徳 君 

        

  

会計管理者兼 
会 計 課 長 
総務部次長兼 
財 政 課 長 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              開会 午前10時０分 

○議長（上田茂政君） 令和元年第４回菊陽町議会臨時会を開催します。 

 本日は、阪本俊浩君から病気のため欠席届が出ておりますので、お知らせをいたします。 

 ただいまから令和元年第４回菊陽町議会臨時会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（上田茂政君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員の指名は、会議規則第127条の規定によって、５番西本友春君、６番那須眞

理子君を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（上田茂政君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は本日１日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（上田茂政君） 異議なしと認めます。したがって、本臨時議会の会期は本日１日間とする

ことに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（上田茂政君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本会議に出席を求めた説明員の職氏名は、議席に配付しております。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 町長提出議案第３１号から議案第３３号までを一括議題 

○議長（上田茂政君） 日程第４、町長提出議案第31号から議案第33号までの３件を一括して議題

とします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 町長の提案理由の説明 

○議長（上田茂政君） 日程第５、ただいま議題といたしました議案に対する町長の提案理由の説

明を求めます。 

 後藤町長。 

○町長（後藤三雄君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、令和元年第４回菊陽町議会臨時会をお願いしましたところ、大
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変御多用の中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 急を要する案件が生じましたので、本日、臨時会をお願いしたところであります。 

 それでは、提案しております３件の付議事件について提案理由を申し上げます。 

 議案第31号は、工事請負契約の締結についてであります。 

 内容は、菊陽北小学校体育館大規模改造工事（建築）の請負契約の締結についてでございま

す。 

 菊陽北小学校の体育館は昭和57年度に建設され、建設後37年が経過し、老朽化が著しいこと

から、トイレを含む体育館全体の改修工事を行うものであります。 

 議案第32号も工事請負契約の締結についてで、内容は、菊陽北小学校第３期大規模改造工事

（建築）の請負契約の締結についてであります。 

 菊陽北小学校の校舎は昭和55年度に建設され、建設後39年が経過し、老朽化が著しいことか

ら、平成29年度から本年度までの３か年計画で菊陽北小学校施設整備事業を実施するものであ

り、本年度が工事最終年度となります。本工事は、職員室や理科室、保健室等の管理及び特別

教室棟の改修工事であります。 

 議案第33号は工事請負契約の締結についてでありまして、内容は、武蔵ヶ丘中学校給食室増

築・改修工事（建築）の請負契約の締結についてであります。 

 武蔵ヶ丘中学校給食室は昭和56年度に建設され、生徒数の増加により給食室が手狭になった

ことから、臨時的措置として平成26年度に仮設給食室を設置して対応していたものでありま

す。今後、生徒数の増加が見込まれることから、仮設を廃止し、給食室の増築・改修工事を行

うものであります。 

 以上、議案の要旨のみについて申し上げましたが、詳細につきましては議案審議の際に御説

明いたしますので、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上田茂政君） 提案理由の説明を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３１号 工事請負契約の締結について（菊陽北小学校体育館大規模改造工事 

              （建築）） 

○議長（上田茂政君） 日程第６、議案第31号工事請負契約の締結について（菊陽北小学校体育館

大規模改造工事（建築））についてを議題といたします。 

 施設整備課長、説明を求めます。 

○施設整備課長（山川和徳君） 議案第31号工事請負契約の締結について説明いたします。 

 菊陽北小学校体育館大規模改造工事（建築）の請負契約について、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 契約の内容について御説明申し上げます。 

 １、契約の目的、菊陽北小学校体育館大規模改造工事（建築）。２、契約の方法、指名競争



- 7 - 

入札。３、契約の金額、5,874万円。４、契約の相手方、熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼792番

地21、株式会社東築建設、代表取締役甲斐浩二でございます。 

 次に、工事の経緯について説明いたします。 

 菊陽北小学校体育館は昭和57年度に建設され、建設後37年が経過し、内部、外部ともに老朽

化が著しい状況であり、トイレの改造を含む体育館全体の改修工事を実施するものでありま

す。 

 また、菊陽北小学校におきましては、平成29年度から本年度までの３か年計画により菊陽北

小学校施設整備事業に取り組んでおり、今年度が工事最終年度となります。 

 次に、工事の施工場所及び内容について説明いたします。 

 参考資料の１ページを御覧ください。北小学校校舎の配置図でございます。着色部分が大規

模改造工事の施工箇所になります。赤色着色部分が屋内運動場、体育館となります。なお、黒

色が平成29年度、青色が平成30年度に施工しました工事箇所で、緑色が、別途説明させていた

だきます本年度に予定している大規模工事箇所となります。本工事では、赤色の着色部分の体

育館と体育館内のトイレの改修工事を行います。 

 参考資料の２ページを御覧ください。体育館の平面図になります。アリーナについては、床

を研磨、ラインの引き直し、樹脂塗装仕上げを行います。また、ステージ下の収納設備を取り

替えます。 

 参考資料の３ページを御覧ください。トイレの平面図になります。左が改修前で、右が改修

後となります。空洞ブロックであった仕切り壁を軽量鉄骨仕様に改修する計画です。トイレに

つきましては、和式便所から洋式便所へ、床も湿式から乾式へ改修いたします。また、当該施

設が災害時の避難場所に指定されていることから、多目的トイレを新たに整備いたします。 

 参考資料４ページを御覧ください。立面図になります。外壁につきましては、塗装の塗り直

し、竪樋の交換を行います。工期につきましては、令和元年７月30日から令和２年３月10日ま

でとしております。 

 以上で施設整備課からの説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（上田茂政君） 財政課長の指名業者についての説明を求めます。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） それでは、菊陽北小学校体育館大規模改造工事（建築）

の指名業者及び入札結果について御説明申し上げます。 

 参考資料の最後のページ、指名入札業者一覧をお開きください。 

 本件につきましては、工事の規模や工事の内容、町内の建築工事業者の受注機会の確保など

を勘案し、指名審査会の審議を経まして、町内の建築業者及び町内に営業所がある建築業者で

熊本県の建築一式工事における格付がＡ１ランクの１社とＡ２ランクの４社及びＢランクの１

社の計６社を指名しました。指名競争入札は７月22日に執行し、指名しました業者名及び税抜

きの入札結果は一覧のとおりですが、最低の価格で入札のあった６番目の株式会社東築建設を

落札者と決定しました。 
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 なお、税込みの予定価格5,995万円に対しまして落札価格は5,874万円で、落札率は97.98％

という結果でありました。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（上田茂政君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 布田議員。 

○９番（布田 悟君） 体育館の設備の内容ですけれど、まずシャワー室なり、更衣室にシャワー

を設置されるのかどうかですね。図面でちょっと分かりません。 

 それから、トイレ、これは洋式ですけれど、どの辺まで設備を整えるのか。今は公共施設と

いえども最新鋭のウォシュレットをつけてるところもありますので、今後の地震等、またいろ

んな天災等における避難施設と考えた場合にその辺も考えていいのかと思いますけど、そこの

ところをお聞きいたします。 

○議長（上田茂政君） 施設整備課長。 

○施設整備課長（山川和徳君） 今回の体育館につきましては、シャワー室の設置はございませ

ん。トイレにつきましては、大変申し訳ございません、ウォシュレット仕様だというふうに思

っております。ちょっと確認します。記憶が飛んでおりまして、ウォシュレット仕様だったと

いうふうに確認はしておりますけども、改めて確認をして報告申し上げます。 

 以上です。 

○議長（上田茂政君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（上田茂政君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（上田茂政君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第31号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（上田茂政君） 全員賛成です。したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３２号 工事請負契約の締結について（菊陽北小学校第３期大規模改造工事 

              （建築）） 

○議長（上田茂政君） 日程第７、議案第32号工事請負契約の締結について（菊陽北小学校第３期

大規模改造工事（建築））についてを議題といたします。 
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 施設整備課長、説明を求めます。 

○施設整備課長（山川和徳君） 議案第32号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。 

 菊陽北小学校第３期大規模改造工事（建築）の請負契約の締結について、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 契約の内容を説明いたします。 

 １、契約の目的、菊陽北小学校第３期大規模改造工事（建築）。２、契約の方法、指名競争

入札。３、契約の金額、１億4,025万円。４、契約の相手方、熊本県菊池郡菊陽町大字原水

3316番地、株式会社坂本建設、代表取締役坂本俊正でございます。 

 次に、工事の経緯について御説明申し上げます。 

 本件の対象となる校舎は昭和55年度に建設され、建設後39年が経過し、内部、外部ともに老

朽化が著しい状況でありましたので、平成29年度から本年度までの３か年計画で菊陽北小学校

施設整備事業に取り組んでおり、今年度が工事最終年度となります。 

 次に、工事の施工場所及び内容について御説明申し上げます。 

 参考資料の１ページを御覧ください。北小学校の校舎の配置図でございます。着色部分が大

規模改造工事の施工箇所となります。黒色が平成29年度、青色が平成30年度、赤色が本年度の

大規模改造工事箇所となります。なお、緑色につきましては、先ほど御説明させていただきま

した体育館大規模改造工事箇所となります。本工事は、赤色の着色部分の管理及び特別教室棟

の建築工事で、理科室、保健室、職員室、事務室、校長室及び職員トイレの改修となります。 

 参考資料の２ページを御覧ください。１階平面図となります。縦向きに御覧ください。上が

改修前で、下が改修後になります。校舎の２階にあった事務室と校長室を１階に移しておりま

す。来客者対応などの動線を考慮し、事務室を配置。手狭であった校長室を拡張しておりま

す。また、玄関までの段差にスロープを設け、バリアフリー化しております。 

 参考資料の３ページを御覧ください。２階平面図になります。上が改修前で、下が改修後に

なります。近年の児童数の増加に伴い、職員も増加しております。手狭となった職員室と職員

用トイレを拡張し、多目的トイレを設置しております。また、校長室であったスペースに、１

階にあった会議室と更衣室を移しております。 

 参考資料４ページを御覧ください。３階平面図です。上が改修前で、下が改修後となりま

す。音楽室につきましては、地震後の復旧工事等で改修済みでありまして、音楽準備室の床、

壁の仕上げのみの改修となります。理科室につきましては、改修に合わせ、実験台の入替えを

行います。 

 参考資料５ページを御覧ください。立面図になります。外壁につきましては、塗装の塗り直

し、目地のシーリングの塗り直し、竪樋の交換を行います。工期につきましては、令和元年７

月30日から令和２年３月10日までとしております。 

 以上で施設整備課からの説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
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○議長（上田茂政君） 財政課長、指名業者について説明を求めます。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） それでは、菊陽北小学校第３期大規模改造工事（建築）

の指名業者及び入札結果について御説明申し上げます。 

 参考資料の最後のページ、指名入札業者一覧をお開きください。 

 本件につきましては、高度な技術を要する工事ではないものの設計金額が１億円を超えるこ

と、また資材確保の面、工事現場内の管理、調整や現場技術者の専任が必要になるなどを勘案

し、指名審査会の審議を経まして、町内の建築業者及び町内に営業所がある建築業者で熊本県

の建築一式工事における格付がＡ１ランク、Ａ２ランク、Ｂランクの計６社、及び熊本県の建

築一式工事における格付がＡ１ランクの者で熊本県内に本社を置き、営業努力がある、また町

内の施工実績がある建築業者の８社を加えた合計14社を指名しました。指名競争入札は７月

19日に執行し、指名しました業者名及び税抜きの入札結果は一覧のとおりですが、最低の価格

で入札のあった４番目の株式会社坂本建設を落札者と決定しました。 

 なお、税込みの予定価格１億4,256万円に対しまして落札価格は１億4,025万円で、落札率は

98.38％という結果でありました。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（上田茂政君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 布田議員。 

○９番（布田 悟君） すいません、トイレのことばっかり。大事な管理棟でお客さんも来られる

と思います。ここもウォシュレット仕様か。 

○議長（上田茂政君） 施設整備課長。 

○施設整備課長（山川和徳君） ウォシュレット仕様だと記憶しております。確認をして再度報告

いたします。 

○議長（上田茂政君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（上田茂政君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（上田茂政君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第32号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（上田茂政君） 全員賛成です。したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第３３号 工事請負契約の締結について（武蔵ヶ丘中学校給食室増築・改修工 

              事（建築）） 

○議長（上田茂政君） 日程第８、議案第33号工事請負契約の締結について（武蔵ヶ丘中学校給食

室増築・改修工事（建築））についてを議題とします。 

 施設整備課長、説明を求めます。 

○施設整備課長（山川和徳君） 議案第33号工事請負契約の締結について御説明申し上げます。 

 武蔵ヶ丘中学校給食室増築・改修工事（建築）の請負契約の締結について、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 契約の内容について御説明申し上げます。 

 １、契約の目的、武蔵ヶ丘中学校給食室増築・改修工事（建築）。２、契約の方法、指名競

争入札。３、契約の金額、１億615万円。４、契約の相手方、熊本県菊池郡菊陽町大字原水

5087番地３、株式会社太照工業、代表取締役池内大介でございます。 

 次に、工事の経緯について説明いたします。 

 武蔵ヶ丘中学校の給食室は昭和56年度に建設され、建設後38年が経過しております。また、

近年の民間開発等により生徒数の増加のため、給食室が手狭となったことに伴いまして、平成

26年度に臨時的措置としまして仮設給食室を設置し、対応してきたところでございます。教育

委員会では、複数の小学校で生徒及び児童の増加が見込まれますことから、平成27年度に菊陽

町の給食のあり方を検討する菊陽町学校給食検討委員会を設置し、給食調理場の方式につい

て、センター方式、単独方式等につきまして検討してまいりました。検討の結果、平成29年度

に単独調理方式で行うという答申がなされまして、平成30年におきまして、急増する給食室へ

の対応、老朽化した施設を衛生的なドライシステムへ改修するなどの内容を主とした増築・改

修工事の設計業務を行ってまいりました。 

 次に、工事の施工場所及び内容について説明いたします。 

 参考資料の１ページを御覧ください。図面は、武蔵ヶ丘中学校の全体計画配置図でございま

す。着色部分が本体工事の施工箇所でございます。赤色が増築棟、青色が既存給食室の改修工

事範囲となります。増築部分の構造は鉄骨づくり平家建てで、既存の給食室の面積が206.5平

方メートル、増築部分の面積が117.65平方メートルで、合わせた総面積は384.15平方メートル

となります。既存給食室の約1.86倍の面積となります。また、給食の供給数では、当初の施設

規模700食から1,200食へ供給能力を高め、生徒数の増加に対応していきたいと考えておりま

す。 

 参考資料の２ページを御覧ください。改修前、改修後の平面図になります。左側が改修前、

右側が増築・改修後の給食室になります。工事は、既存給食室の北側、南側、西側に増築し、

既存給食室の内部を改修いたします。文部科学省の学校給食衛生管理基準に適合した床に落ち
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ない構造の施設、設備、機械、器具を使用し、床が乾いた状況で作業するドライシステムの施

設となります。 

 参考資料の３ページを御覧ください。立面図になります。赤色の部分が増築部分になりま

す。工期につきましては、令和元年７月30日から令和２年３月27日までとしております。 

 以上で施設整備課からの説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（上田茂政君） 財政課長、指名業者についての説明を求めます。 

○総務部次長兼財政課長（西本一浩君） それでは、武蔵ヶ丘中学校給食室増築・改修工事（建

築）の指名業者及び入札結果について御説明申し上げます。 

 参考資料の最後のページ、指名入札業者一覧をお開きください。 

 本件につきましては、高度な技術を要する工事ではないものの設計金額が１億円を超えるこ

と、また資材確保の面、工事現場内の管理、調整や現場技術者の専任が必要になるなどを勘案

し、指名審査会の審議を経まして、町内の建築業者及び町内に営業所がある建築業者で熊本県

の建築一式工事における格付がＡ１ランク、Ａ２ランク、Ｂランクの計６社、及び熊本県の建

築一式工事における格付がＡ１ランクの者で熊本県内に本社を置き、営業努力がある、また町

内の施工実績がある建築業者の９社を加えた合計15社を指名しました。指名競争入札は７月

19日に執行し、指名しました業者名及び税抜きの入札結果は一覧のとおりですが、最低の価格

で入札のあった５番目の株式会社太照工業を落札者と決定しました。 

 なお、税込みの予定価格１億835万円に対しまして落札価格は１億615万円で、落札率は

97.97％という結果でありました。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（上田茂政君） 説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 西本友春君。 

○５番（西本友春君） 改修後の２ページのところで、前室というのが新たにできてます。ここで

着がえをして作業に入るということですか。 

○議長（上田茂政君） 施設整備課長。 

○施設整備課長（山川和徳君） そうですね。まず、ここで材料等の調査、検査とか、そういった

部分の流れというとこで思います。食品庫に入れる前の前処理だというところでございます。 

○議長（上田茂政君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（上田茂政君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 
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○議長（上田茂政君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第33号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（上田茂政君） 全員賛成です。したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 これで令和元年第４回菊陽町議会臨時会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              閉会 午前10時33分 
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